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1. 株式交換契約の内容 

 

当社は、当社を株式交換完全親会社とし、株式会社ダイヤコーポレーション（以下「ダ

イヤ社」といいます。）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」と

いいます。）を、令和2年11月6日を効力発生日（以下「本効力発生日」といいます。）と

して行うことにいたしました。 

 

本株式交換に係る株式交換契約の内容は、別紙 1 のとおりです。 

 

 

2. 会社法第 768 条第 1 項第 2 号及び第 3 号に掲げる事項についての定めの相当性に関する

事項 

 

(1) 株式交換に際して交付する株式の数又はその数の算定方法及びその割当ての相当性に

関する事項 

 

① 本株式交換に係る割当ての内容 

 
当社 

（株式交換完全親会社） 

ダイヤ社 

（株式交換完全子会社） 

本株式交換に係る割当比率 1 8,750 

本株式交換による交付する

株式数 
当社普通株式：70,000 株 

（注 1）株式の割当比率 

ダイヤ社普通株式 1 株に対して当社の普通株式 8,750 株を割当交付します。 

ただし、効力発生日（令和 2 年 11 月 6 日）の直前時点において当社が保有す

るダイヤ社の普通株式については、本株式交換による株式の割当交付は行い

ません。 

（注 2）本株式交換により交付する当社の株式の数 

当社は、本株式交換に際して、当社普通株式 70,000 株を割当交付する予定で

す。なお、当社が交付する株式については、新規の株式発行を行う予定です。 

 

② 本株式交換に係る割当ての内容の算定の考え方 

当社の株式価値については、当社が東京証券取引所マザーズ市場に上場している

ことから、市場株価を参考に算定いたしました。具体的には、当事者間での協議にお

いて、交渉を開始した当時の株価水準にて割当交付する株数を合意しており、当社の

第 2 四半期決算発表による株価変動を織り込まないよう令和 2 年 8 月 14 日を評価基



準日とし、東京証券取引所における評価基準日以前 1 ヶ月の終値平均株価を参考に、

１株あたり 2,057 円を採用することにいたしました。 

これに対し、非上場会社であるダイヤ社の株式価値については、公平性及び妥当性

を確保するため、独立した第三者機関であるバディーズ株式会社（以下「バディーズ

社」）に算定を依頼し、算定書に記載された算定結果のレンジ内（16,183,044 円～

21,388,565 円）で、当事者間で慎重に協議の上、１株あたり 18,000,000 円としました。 

なお、バディーズ社は、ダイヤ社の株式価値の算定に際して、ダイヤ社は非上場で

あり市場株価法は採用できず、その株式価値の源泉は将来の収益獲得能力にあるこ

とから、将来の事業活動の状況に基づく収益獲得能力を評価に反映させるためにデ

ィスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（DCF 法）を採用するとともに、比較可能

な上場類似会社が複数存在し、類似会社比較による株式価値の類推が可能であるこ

とから類似会社比準法を用いて株式価値の算定をしております。 

算定の前提とした財務予測には、リユース事業に関連する経営成績及び財政状態

を用いており、大幅な増減益や資産、負債の金額が直近の財務諸表と比べて大きく異

なることなどを見込んでいる事業年度はございません。 

以上の算定結果を踏まえ、当社は本株式交換比率について検討し、交渉を行った結

果、上記 2(1)①記載のとおり、ダイヤ社株式 1 株に対して、当社株式 8,750 株を割当

てることと決定いたしました。 

なお、バディーズ社は、ダイヤ社の株式価値算定に際して、提供を受けた情報、ヒ

アリングにより聴取した情報、一般に公開されている情報等を原則としてそのまま

採用しております。 

また、採用したそれらの資料及び情報がすべて正確かつ完全なものであること、ダ

イヤ社の株式価値算定に重大な影響を与える可能性のある未開示の情報は存在しな

いこと、かつ、ダイヤ社の将来の利益計画や財務予測が現時点における最善の予測と

判断に基づき合理的に作成されていることを前提としており、独自にそれらの正確

性及び完全性の検証を行っておりません。 

以上から、当社は本株式交換における交換対価は相当であると判断いたしました。 

 

(2) 株式交換完全親会社の資本金及び準備金の額に関する定めの相当性に関する事項 

 本株式交換により増加する当社の資本金、資本準備金及び利益準備金の各金額は、以下

のとおりです。 

①  資本金  会社計算規則第 39 条に従い当社が別途定める額 

②  資本準備金 会社計算規則第 39 条に従い当社が別途定める額 

③  利益準備金 0 円 

本株式交換により増加する当社の資本金及び準備金の額については、本株式交換後

の当社における財務状況及び資本政策を考慮し、会社計算規則及びその他公正な会計



基準等に基づき決定したものであり、相当であると判断しております。 

 

 

3.株式交換完全子会社についての事項 

 

(1) 株式交換完全子会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容 

別紙 2 のとおりです。 

 

(2) 株式交換完全子会社の最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等

の内容 

該当事項はございません。 

 

(3) 株式交換完全子会社の最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重要な影響を

与える事象の内容 

ダイヤ社は、令和 2 年 9 月 16 日付で、同年 10 月 30 日を効力発生日として、同社を新

設分割会社、新たに設立する株式会社ダイヤコーポレーションを新設分割設立会社と

する新設分割計画を作成いたしました。 

なお、ダイヤ社は、上記新設分割の効力発生日が令和 2 年 10 月 30 日であること、及び

株式交換完全親会社である当社が 12 月決算であることを受け、以下のとおり決算期（事

業年度の末日）を変更する予定です。 

現 在：毎年2月末日 

変更後：毎年10月29日 

決算期変更の経過期間となる第12期は、令和2年3月1日から令和2年10月29日

までの8か月決算となる予定です。 

変更後：毎年12月31日 

決算期変更の経過期間となる第13期は、令和2年10月30日から令和2年12月31

日までの2か月決算となる予定です。 

 

 

4. 株式交換完全親会社についての事項 

 

(1) 株式交換完全親会社の最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重要な影響を

与える事象の内容 

当社は、令和 2 年 8 月 28 日開催の取締役会において、ダイヤ社の株式取得のための資

金調達を目的として、以下のとおり、シンジケートローン契約を締結することを決議い

たしました。 



 

契約金額 1,650 百万円 

契約締結日 令和 2 年 10 月 28 日（予定） 

借入日 令和 2 年 10 月 30 日（予定） 

金利 変動金利 

期間 5 年 

返済方法 元金均等返済 

アレンジャー 株式会社みずほ銀行 

財務制限条項 財務制限条項として、①純資産維持条項、②利益維持条項、③出

資比率維持条項が付されております。 

 

また、当社は、令和 2 年 8 月 28 日付けで、ダイヤ社の既存株主との間で株式譲渡契約

を締結し、同年 10 月 30 日に、ダイヤ社の発行済株式 100 株のうち 92 株を取得する予

定です。 

 

 

以上 



別紙 1 株式交換契約書 

  









別紙 2 株式交換完全子会社の最終事業年度に係る計算書類等 
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